
武蔵野市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の策定  
  

 

  

◆武蔵野市の一般廃棄物処理計画の位置づけ 

 

  

◆一般廃棄物処理基本計画の法的根拠 

 

 廃棄物処理法 第６条第１項 
 

 市町村は廃棄物処理法に基づき、同法の目的で 

ある生活環境の保全と公衆衛生の向上を図りつつ、 

一般廃棄物の適正な処理を行ため、当該市町村の 

区域内の一般廃棄物処理に関する計画（以下、「一 

般廃棄物処理計画」という。）を定めなければなら 

ない。 

 

◆循環型社会を形成するための法体系 

  

 

廃棄物を取り巻く法体系 

まわりを取り巻く周囲の状態や世界。人間あるいは生物を取り囲み、相互に関係し合って

直接・間接に影響を与える外界。 

 

◆環境基本計画とは？ 

 日本の環境問題に対処するための基幹となる法律が、環境基本法であり、１９９３年に制定

された。前身は公害対策基本法であり、それに自然環境保全法の自然環境対策に関する理

念部分も組み込まれた。 

 その環境基本法の中の条文として、具体的な行動のための計画を策定することが謳われて

おり、それが環境基本計画である。１９９４年に１次計画が閣議決定され、さらに、２００２年に

は第２次計画が、２００６年には第３次計画が策定され、現在に至っている。 

 第３次計画では、環境的側面・経済的側面・社会的側面の統合的な向上の提示、市民・企

業など各主体へのメッセージの明確化、定量的な目標・指標による進行管理、などが謳われ

ている。 

 

対象とする環境としては、本市にとって最も根源的な“自然環境”、市民が日常生活や事業

活動を営むうえで深い関りを有する“生活環境”、アメニティー（快適性）と関連深い“社会環

境”、地球温暖化に象徴されるような“地球環境”の４分野を基本とします。 

一般廃棄物処理基本計画 

まわりを取り巻く周囲の状態や世界。人間あるいは生物を取り囲み、相互に関係し合って直接・間接に影響を与える外界。 

 

◆環境基本計画とは？ 

 日本の環境問題に対処するための基幹となる法律が、環境基本法であり、１９９３年に制定された。前身は公害対策基本法であり、それ

に自然環境保全法の自然環境対策に関する理念部分も組み込まれた。 

 その環境基本法の中の条文として、具体的な行動のための計画を策定することが謳われており、それが環境基本計画である。１９９４年

に１次計画が閣議決定され、さらに、２００２年には第２次計画が、２００６年には第３次計画が策定され、現在に至っている。 

 第３次計画では、環境的側面・経済的側面・社会的側面の統合的な向上の提示、市民・企業など各主体へのメッセージの明確化、定量的

な目標・指標による進行管理、などが謳われている。 

 

対象とする環境としては、本市にとって最も根源的な“自然環境”、市民が日常生活や事業活動を営むうえで深い関りを有する“生活環

境”、アメニティー（快適性）と関連深い“社会環境”、地球温暖化に象徴されるような“地球環境”の４分野を基本とします。 

環境基本法 H6.8 完全施行 

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法） H13.１完全施行 

《 廃棄物※の適正処理 》 《 再生利用の促進 》 

①社会の物質循環の確保    ②天然資源の消費の抑制    ③環境負荷の低減 

循環型社会形成推進基本計画 H15.3 公表  

⇒ 第三次循環型社会形成推進基本計画 H25.5 公表 

環境基本計画 H24.4 全面改正公表 

今回策定する計画の計画期間：平成 27年～平成 3６年です。 

※廃棄物とは・・・ 

 

 

 廃棄物処理法 第２条第１項 

 

 「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、 

燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、 

廃アルカリ、動物の死体その他の汚物 

又は不要物であって、固形状または液 

状のものをいう。 

一般的には、 
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資源有効利用促進法 H13.4 全面改正施行 

①再生資源のリサイクル 

 ・容器包装リサイクル法 

 ・家電リサイクル法 

 ・食品リサイクル法 

 ・建設リサイクル法 

 ・自動車リサイクル法 

 ・小型家電リサイクル法 

②リサイクルが容易な構造・材質等の工夫 

③分別回収のための表示 

④副産物の有効利用の促進     等 

廃棄物処理法 H22.5 一部改正 

①廃棄物の発生抑制 

②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む） 

③廃棄物処理施設の設置規制 

④廃棄物処理業者に対する規制 

⑤廃棄物処理基準の設定      等 

長期的視点に立った市町村

の一般廃棄物処理の基本方

針となる計画 

基本計画に基づき、年度ごと

に、一般廃棄物の排出の抑制、

減量化・再生利用の推進、収

集、処分等について定める計

画 

施行規則 第１条の３ 

一般廃棄物処理基本計画 一般廃棄物処理実施計画 

一般廃棄物処理計画 

今回、策定する計画 

 

《 

法
律
・
条
例 

》 

環境基本法 

↓ 

循環型社会形成推進基本法 

↓ 

廃棄物処理法 

↓ 
武蔵野市廃棄物の抑制・再利用と

適正処理及びまちの美化に関する

条例 

武蔵野市役所地球温暖化対策実行 
計画 計画期間：H25～H28 

 

第三期武蔵野市環境基本計画 
計画期間：H２3～H27 

 

武蔵野市第五期長期計画 平成 24 年度～33 年度（2012～2021） 

 
 

武蔵野市一般廃棄物（ごみ）

処理基本計画（H20～H29年度） 

その他の計画 一般廃棄物処理実施計画 毎年度作成 

 

ごみ処理基本計画に定める一般的事項 
１．基本的事項 

 （１）ごみ処理基本計画の位置付け 

 （２）広域的取組の推進 

 

２．策定にあたって整理すべき事項 

 （１）市町村の概要 

 （２）ごみ処理の現況及び課題 

 （３）ごみ処理行政の動向 

 （４）計画策定の基本的考え方 

 

 

３．ごみ処理基本計画策定 

 （１）ごみの発生量及び処理量の見込み 

 （２）ごみの排出の抑制のための方策に関する事項 

 （３）分別して収集するものとしたごみの種類及び分別の区分 

 （４）ごみの適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

 （５）ごみの処理施設の整備に関する事項 

 （６）その他ごみの処理に関し必要な事項 

 

４．計画策定に当たっての留意事項 
 （１）地球温暖化防止への配慮 

 （２）地域の状況に応じた長期的展望に基づくシステムの選択 

 （３）計画の実現スケジュール 

 （４）ごみ処理基本計画の公開 

資料：ごみ処理基本計画策定指針 平成 25 年６月 環境省 

資料 １ 


